
■介護保険支給限度額による１割負担額

外部の居宅サービスを利用する場合、認定された要介護度により

介護保険で定められた利用料の１割をご負担いただきます。（下記表）

■コンフォートサービス料金表によるコンフォートサービス利用料（負担上限額５０，０００円）

■日用雑貨品、電話代、放送受信料、被服費、医療費、おむつ代等

その他の費用


